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不発弾の処理作業について 

 

令和３年 10 月９日に、杉並区和泉二丁目５番 28 号私有地において、不発弾

（信管あり・焼夷爆弾 100 ポンド・全長 100 センチメートル・直径 18 センチ  

メートル）が発見されました。 

つきましては、宇賀神副区長を本部長とし、下記の通り処理作業を行いました

ので、報告します。 

 

記 

 

１ 日  時 令和３年 11月 28日（日）８時 30 分から 10 時 04 分 

                    

２ 警戒区域 杉並区和泉二丁目の一部（別紙のとおり） 

 

３ 避難場所 永福和泉地域区民センター 

 

４ 交通規制 井ノ頭通りの一部及び不発弾処置周辺道路（別紙のとおり） 

 

５ 処理方法 地上２ｍ地下２ｍ、直径４ｍの処分壕において、陸上自衛隊が 

クレーンで不発弾を処分壕に入れ、信管の除去等の処理を行った

うえで搬出した。 

 

６ 処理経過   

８時 10分 現地対策本部及び避難場所の開設  

８時 30分 警戒区域内の住民避難開始及び交通規制開始 

８時 55分 警戒区域内の住民避難完了 

９時 00分 陸上自衛隊による処理開始  

９時 27分  陸上自衛隊による信管の取り外し処理完了   

９時 40分 本部長による安全宣言 

10時 04分 警戒区域及び交通規制解除     

10時 04分 現地対策本部及び避難場所の閉鎖 
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